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令和　　　年　　　月　　　日

受　講　者　氏　名

ＴＥＬ：０６－６９３３－５６１６

昭和
平成

特定指定地域内で新たにタクシー運転者になろうとする者に対して、タクシー事業者が行うこととさ
れている１０日間の指導の内、事業者から受講の申し込みを受けてセンターが行う４日間の研修
※受付　月曜日「中・南ブロック」、火曜日「中・北ブロック」の午前９時から同９時３０分まで（受付日
が、センターの休日の場合は、お問い合わせください）

登録の取消等により再度登録を行うための有効な講習修了証を取得するために研修の受講
を申し込んだ者に対して行う４日間の研修(新任研修と同時に行います。)
※受付　月・火曜日の午前９時から同９時３０分まで（受付日が、センターの休日の場合は、お問い
合わせください）

年　　　月　　　日生

事業者名

受講開始日

申　込　日

･･･

・受講する研修種別に○印（上段）を付して下さい。

新任研修

特定指定地域内の事業者が運転者に対する研修の必要性を認めて、センターに研修の申し込んだ
者に対して行う１日間の研修
※受付　月・火曜日の午前９時から同９時３０分まで（受付日が、センターの休日の場合は休講）

特定指定地域内の事業者が運転者にバリアフリーに対する研修の必要性を認めて、センターに研
修の申し込んだ者に対して行う１日間の研修
※受付　水・木曜日の午前９時から同９時１０分まで（受付日が、センターの休日の場合は休講）

新任研修
（２日間）

中ブロック

Ｒ３．１

才

特定指定地域内の営業所において新たに採用された運転者で、旅客自動車運送事業運輸規則第３
６条第２項の規定に該当しない運転者に対する２日間の研修
※受付　木曜日の午前９時から同９時３０分まで（受付日が、センターの休日の場合は休講）

現任研修

（２日間）

（ふ　り　が　な）

新任講習

タクシー業務適正化特別措置法第１８条の２の規定に基づく講習の命令を受けた者に対して
行う２日間の研修、予約制（火曜日又は水曜日が、センターの休日の場合は休講）
※受付　予約を受けた火曜日の午前９時から同９時３０分まで

新任研修

命　令
講　習

バリアフリー

自主研修

他の特定指定地域、指定地域以外の単位地域からから離職後２年以内に（離職後に申請により消
除したものに限る。）で異動し他の地域において当該運転者が勤務していたタクシー会社の証明（施
行規則第３号）により２年以内に登録を受けていることが確認できて特定指定地域でタクシー運転者
になろうとする者に対して、事業者から受講の申し込みを受けてセンターが行う２日間の研修
※受付　水曜日の午前９時から同９時３０分まで（受付日が、センターの休日の場合は、お問い合わ
せください）

･･･

･･･命令講習

自主研修
（１日）

･･･

公益財団法人　大阪タクシーセンター　殿

･･･

現任研修

自主（バリ
アフリー）研
修

研修受講申込書

地理試験受験ブロック

北ブロック

・申込みは、営業所単位でお願いします。

（　　　　　　　　　営業所）

･･･

南ブロック

地理研修
（３時間）
単位地域
から異動

新　任
講　習

新任研修
（２日間）

単位地域か
ら異動

令和　　　年　　　月　　　日

（１日間）


